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はじめに 

 

「鉄軌道輸送の安全にかかわる情報」は、平成１８年１０月１日に施行された「運輸の安全

性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律」（平成１８年法律第１９号）により新

たに加えられた鉄道事業法第１９条の３（軌道法第２６条において準用する場合を含む。）の

規定に基づき、国土交通省が毎年度整理し、公表しているものです。 

 

 この情報の公表により、鉄軌道事業者の安全の確保に対する意識が高まるとともに、鉄道

の利用者や沿線住民等の安全利用等に関する理解が促進されるよう期待しています。 
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１ 鉄軌道輸送の安全にかかわる国の取組み 

 

(1) 基本的考え方 

人や物を大量に、高速に、かつ、定時に輸送できる鉄軌道は、国民生活に欠くことのでき

ない交通手段です。鉄軌道輸送においては、一たび列車の衝突や脱線等が発生すると、多

数の死傷者を生じるおそれがあります。また、ホーム上で又はホームから転落して列車等に

接触するなどの人身障害事故が増加していることから、利用者等が関係するこのような事故

を防止する必要性が高まっています。 

このため、国民が安心して利用できる、一層安全な鉄道交通を目指し、各種の安全対策

を総合的に推進していく必要があります。 

 

(2) 交通安全基本計画 

1国では交通安全に関する施策の大綱として「第９次交通安全基本計画」 （計画期間は、

平成２３～２７年度）を定め、その中で鉄道交通の安全に関する数値目標を次のとおり掲げ、

国民の理解と協力の下、諸施策を総合的に推進することにより、その達成を目指していま

す。 
 

①数値目標 

○乗客の死者数ゼロ及び運転事故全体の死者数減少 

2鉄軌道における運転事故 は、長期的には減少傾向にありますが、平成１７年４月には乗

客１０６名が死亡するＪＲ西日本福知山線列車脱線事故が発生し、社会に大きな衝撃を与え

ました。その後、平成１８年から平成２４年まで７年連続して乗客の死者数がゼロとなっており、

今後もこれを継続することを目指します。 

また、運転事故全体の死者数についても、その減少を目指します。 

○踏切事故件数の約１割削減（平成２７年までに平成２２年と比較して） 

3踏切事故 は長期的には減少傾向にありますが、２．３に記述するように踏切事故は平

成２４年度においても鉄軌道運転事故の３６．３％を占め、また、改良すべき踏切道もなお残

されています。このような現状を踏まえ、踏切事故件数を平成２７年までに平成２２年と比較し

て約１割削減することを目指します。

                                         
1
 中央交通安全対策会議「第９次交通安全基本計画」（平成２３～２７年度の５箇年計画） 

http://www8.cao.go.jp/koutu/kihon/keikaku9/index.html を御覧ください。 
2
 列車又は車両の運転中における事故を「運転事故」といい、これが発生したとき、鉄軌道事業者は鉄道

事業法第１９条等に基づき国へ報告します。 
3
 踏切道における列車と自動車の衝突であっても、それが列車衝突事故、列車脱線事故又は列車火災

事故に至った運転事故は、踏切障害事故ではなく列車衝突事故等に分類されます。「踏切事故」は、この

ような踏切障害に伴う列車衝突事故等及び踏切障害事故をいいます。 
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②国土交通省交通安全業務計画 

  国土交通省では、毎年度、交通安全基本計画に基づき、「国土交通省交通安全業務計

画」４を策定しています。この計画のうち、鉄道交通の安全に関する施策等は、表１のとおりで

す。 

表１：平成２５年度における鉄道交通の安全に関する施策等 

区分 施策項目 

○鉄道施設等の安全性の向上 
鉄道交通環境の整備 

○運転保安設備等の整備 

鉄道交通の安全に関する知識の

普及 

○利用者等への安全に関する正しい知識の浸透 

○運転士の資質の保持 

○リスク情報の分析・活用 

鉄道の安全な運行の確保 ○気象情報等の充実 

○鉄道事業者に対する保安監査等の実施 

○大規模な事故等が発生した場合の適切な対応 

○鉄道車両の構造・装置に関する保安上の技術基準の見直

し 
鉄道車両の安全性の確保 

救助・救急活動の充実 ○防災訓練の充実や関係機関との連携・協力体制の強化 

○公共交通事故被害者等への支援体制の整備 
被害者支援の推進 

○事業者における支援計画作成の促進 

鉄道事故等の原因究明と再発防 ○事故等調査技術の向上に努め、過去の事故等調査結果を

公表するなど、事故等の防止に対する啓発活動を行う 止 

研究開発及び調査研究の充実 ○鉄道の安全性向上に関する研究開発の推進 

○踏切道の立体交差化、構造の改良及び歩行者等立体横

断施設の整備の促進 

○踏切保安設備の整備 踏切道における交通の安全 

○踏切道の統廃合の促進 

○その他踏切道の交通の安全と円滑化を図るための措置 

                                         
４ 平成２５年度の「国土交通省交通安全業務計画」については、

http://www.mlit.go.jp/common/000996466.pdf を御覧ください。 
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(3) 軌道輸送の安全性向上のために講じている取組み 

○重大な事故を契機とした安全対策 

平成１７年４月、ＪＲ西日本福知山線塚口駅～尼崎駅間において、制限速度を超える速

度で曲線に進入したため、乗客の死亡者１０６人、負傷者５６２人という甚大な列車脱線事

故が発生しました。この事故を受け設置した「技術基準検討委員会」の「中間とりまとめ」

（平成１７年１１月）を踏まえ、「鉄道に関する技術上の基準を定める省令」等の一部を改正

し、平成１８年７月に施行しました。 

この改正では、曲線部等への速度制限機能付き自動列車停止装置（ＡＴＳ）等、運転士

異常時列車停止装置、運転状況記録装置の設置を新たに義務づけました。 

 

◇運転速度が１００ｋｍ／ｈを超える線区の施設若しくはその線区を走行する車両、又は１時間の運行本数が

往復計１０本以上の線区の施設若しくはその線区を走行する車両について１０年以内に整備するよう義務

づけ。 

◇上記のうち、運転速度が１００ｋｍ／ｈを超え、かつ１時間の運行本数が往復計１０本以上の線区の施設若   

しくはその線区を走行する車両については、曲線部等への速度制限機能付きＡＴＳ等及び運転士異常時

列車停止装置を、また、運転速度が１００ｋｍ／ｈを超える車両については運転状況記録装置を、それぞれ

５年以内で整備を行うよう指導。これらは、全て整備完了済み。 

なお、発報信号設備の自動給電設備については、運転速度や運転本数に関わらず５年以内で整備を

行うよう指導。こちらも全て整備完了済み。 

表２：技術基準改正に伴う施設等の整備状況の推移 

速度制限機能付きＡＴＳ等:従来の自動列車停止装置に、曲線、分岐器、線路終端、その他重 

大な事故が発生するおそれのある箇所への速度を制限するための 

速度制限機能を付加した装置 

運転士異常時列車停止装置:運転士の異常時に列車を自動的に停止させる装置 

運 転 状 況 記 録 装 置:列車の速度やブレーキの動作状況等の運転状況を記録する装置 

発報信号設備の自動給電設備:列車衝突等の事故時においても発報信号設備（他の列車を停止させ 

るための信号を発報する設備）の機能が維持されるよう自動的に別 

電源から給電する等の対策がなされた設備 

 

 

 

 
整 備 率（％） 

平成 21 年 平成 22 年 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 

3 月末 3 月末 3 月末 3 月末 3 月末 

曲線部 86 89 93 97 98 
速度制限機能付き  

分岐部 45 53 61 70 77 
Ａ Ｔ Ｓ 等 

94 終端部 87 89 91 94 

運 転 士 異 常 時 列 車 停 止 装 置 71 80 90 94 96 

運 転 状 況 記 録 装 置 53 64 75 85 89 

発 報 信 号 設 備 の 自 動 給 電 設 備 70 83 96 100 100 
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また、「運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律」（平成１８

年１０月施行）により、安全統括管理者の選任等を義務付けるとともに、運輸安全マネジメ

ント評価を実施しています。 

更に同事故に係る事故調査結果に基づく平成１９年６月の航空・鉄道事故調査委員会

から国土交通大臣への建議・所見を受け、同年９月には、インシデント（運転事故が発生

するおそれがあると認められる事態）５等の把握及び活用方法の改善、列車無線による交

信の制限等を鉄軌道事業者に指導しています。また、平成２０年１月には、車両の衝突安

全性に関するこれまでの研究成果を取りまとめ、鉄軌道事業者に情報提供しています。 

 

平成１７年１２月には、ＪＲ東日本羽越線砂越駅～北余目駅間において転覆限界を超え

るような局所的な突風を受けたことにより、死亡者５人、負傷者３３人が発生する列車脱線

事故が発生しました。この事故を受け、「鉄道強風対策協議会」を設置し、鉄道における気

象観測、運転規制、防風対策のあり方など、強風対策についてソフト・ハードの両面から

検討を進めています。具体的には、当該事故以降全国の鉄軌道事業者において、風速

計を７６７箇所新設し、同協議会において「風観測の手引き」、「防風設備の手引き」を作成

するなど、風の観測体制の一層の強化を進めてきています。 

  

                                         
５ 鉄道事業法第１９条の２等に基づき鉄軌道事業者が国へ報告します。 
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○ホームの安全対策 

利用者がホームから転落した場合等の安全対策として、列車の速度が高く、運転本数

の多いホーム６について、非常停止押しボタン又は転落検知マットの設置及びホーム下の

待避スペース等を整備するよう指導しています。平成２４年度には、新たに６５駅において

非常停止押しボタン又は転落検知マットの整備が完了し、対象２，０７２駅のうち２，０４５駅

（９８．７％）に整備されています。 

鉄道駅のプラットホームにおいて、視覚障害者等をはじめとする全ての駅利用者

にとって線路への転落等を防止するために効果が高いホームドア（可動式ホーム柵

を含む）の整備を促進しており、平成２３年８月の「ホームドアの整備促進等に関する検

討会」の「中間とりまとめ」を踏まえ、利用者数が１０万人以上の駅におけるホームドア等の

優先的な整備や新しいホームドアの技術開発とともに、視覚障害者等への利用者の声か

け等のソフト対策と合わせて、総合的な転落等の防止対策を進めています。 

（平成２４年度末現在設置駅：５６４駅） 

   

 図１：ホームの安全対策設備例 

       

 

 

 

 

 

 

 
転落検知マット 非常停止押しボタン  

 

 

 

 

 

 

ホームに上がるためのステップ ホーム下の待避スペース 

 

                                         
６ 「列車の速度が高く、運転本数の多いホーム」とは、ホームへの列車の進入速度が概ね６０ｋｍ／ｈ以上、

かつ１時間あたり概ね１２本以上の列車が通過又は停車するホームのことです。 

6 

 



  

 

 

 

 

 

 ホームドア 可動式ホーム柵 

 

○地震への対策 

 〈新幹線の安全対策〉 

地震時における新幹線の安全対策については、平成 16 年新潟県中越地震において、

営業中の新幹線が初めて脱線したことを踏まえ、国、新幹線を有する JR 各社、関係

機関等で構成される「新幹線脱線対策協議会」を設置しました。 

この協議会において、構造物の耐震補強や関連する技術開発等について情報共有

を図り、新幹線脱線対策の進捗状況について公表してきました。 

平成 25 年 3 月 8 日に開催した第 12 回新幹線脱線対策協議会では、新幹線脱線対

策の進捗状況及び平成 23 年 3 月 11 日に発生した東北新幹線列車脱線事故の運輸安

全委員会事故調査報告書を取り上げ７、これまで実施してきた耐震補強などの地震

対策の効果が確認されました。 

土木構造物の耐震性能の強化、早期地震検知システムの充実及び脱線・逸脱防止

装置の設置について今後も引き続き計画的に実施して行きます。 

  

〈駅部等の耐震性の強化等の推進〉 

国土交通省は、平成７年の阪神・淡路大震災における鉄道高架橋の倒壊等の甚大な

被害、平成２３年の東日本大震災で得られた知見等を踏まえ、その都度、耐震基準を見

直すとともに、既設の高架橋のコンクリート製の柱に鋼板を巻く等鉄道施設の耐震対策を

進めてきました。 

平成２４年度においては、切迫性や被害の影響度の大きい首都直下地震及び南海トラ

フ地震等の大規模地震に備え、より多くの鉄軌道利用者の安全を確保する観点や、一時

避難場所や緊急輸送道路の確保等の公共的な機能も考慮し、主要駅や高架橋等の耐震

対策を推進するため、鉄軌道事業者が行う耐震対策を支援するため、「鉄道施設安全対

策事業費補助金」に２２．２億円（補正予算含む）計上しました。 

 

 

                                         
７ 詳しくは、http://www.mlit.go.jp/common/000990257.pdfをご覧ください。 
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 図２：高架橋等の耐震対策例 
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○老朽化が進んでいる橋りょう等の施設の維持管理 

我が国では、高度経済成長期に道路、港湾、空港などの社会資本が集中的に整備さ

れた結果、今後、急速に老朽化が進行すると見込まれるため、社会資本の適確な維持管

理を行うことは、極めて重要な課題となっています。 

鉄道施設については、各鉄軌道事業者が定期的に点検を行い、必要な維持・更新を

実施していますが、資金力等に一定の限界がある中小鉄道事業者を中心に加速する鉄

道施設の老朽化への対策が喫緊の課題となっていることから、鉄道施設の老朽化状況等

の実態把握を早急に行うとともに、効率的かつ適切な維持・更新の実現に向けた取組み

を強力に進めていくこととしています。 

平成２４年度補正予算においては、老朽化が進んでいる橋りょうやトンネル等の施設の

更新を緊急的かつ抜本的に行うことが可能となるよう、従来からの補助制度の補助対象施

設や補助率を拡充する等の支援措置を講ずるとともに、施設の戦略的維持管理が可能と

なるような取組みを行い、中小鉄道事業者の施設の老朽化対策を総合的に推進するため、

「鉄道施設総合安全対策事業費補助金」等に４５億円を計上しました。 

 
図３：老朽化が進んでいる施設の例 
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○鉄軌道事業者への支援 

鉄軌道は、通学生、高齢者等の交通弱者にとって必要不可欠な交通機関ですが、地

域鉄道4を取り巻く経営環境は厳しさを増しており、約８割の事業者が赤字となっており、

施設の老朽化も進んでいます。 

このため経営基盤の脆弱な地域鉄道事業者の安全性を確保する観点から、輸送の安

全を確保するために行う設備の整備に対して、「地域公共交通確保維持改善事業費補助

金」により支援を行っております。平成２４年度は、ＡＴＳの新設・更新や重軌条化等につ

いて、４７億円の補助を行いました。 

 
4  一般に、新幹線、在来幹線、都市鉄道に該当する路線以外の鉄軌道路線のことを地域鉄道といい、そ

の運営主体は、ＪＲ、一部の大手民鉄、中小民鉄及び旧国鉄の特定地方交通線や整備新幹線の並行在

来線などを引き継いだ第三セクターです。これらのうち、中小民鉄（４９事業者）及び第三セクター（４２事

業者）を合わせて地域鉄道事業者（９１事業者）と呼んでいます。 

 詳しくは、http://www.mlit.go.jp/tetudo/tetudo_tk5_000002.html  を御覧ください。 



  

２ 運転事故に関する事項 

 

２．１ 鉄軌道における運転事故の発生状況等 

 

(1) 運転事故の件数及び死傷者数の推移 

 
９○鉄軌道における運転事故 は、長期的には減少傾向にあり、平成１３年度からは８００件台

で推移しています。平成２４年度に発生した運転事故は、８１１件で対前年度５６件（６．５％）

減でした。 

○平成２４年度に発生した運転事故による死亡者数は、２９５人で対前年度１９人（６．１％）

減でした。運転事故による死亡者数は、近年ほぼ横ばいとなっています。 

○また、運転事故による死傷者数は、７４６人で対前年度３４人（４．４％）減でした。この中に

は、（4）に記載する主な事故の負傷者８８人が含まれています。運転事故による死傷者数

は、件数と同様に長期的には減少傾向にありますが、ＪＲ西日本福知山線列車脱線事故

があった平成１７年度の死傷者数が１，３９７人であるなど、甚大な人的被害を生じた運転

事故があった年度の死傷者数は多くなっています。 

１０○なお、運輸安全委員会の調査対象となった運転事故 は、平成２４年度発生した運転事

故８１１件のうち１８件（２．２％）でした。 

図４：運転事故の件数及び死傷者数の推移 

 

 

 

  

                                         
９  運転事故の種類については、後掲の「用語の説明」をご覧ください。なお、自殺を直接原因とするもの

は、人身障害事故、踏切障害事故及び道路障害事故に該当しませんが、一部に自殺かそうでないか

判別できないものがあり、それが人身障害事故、踏切障害事故及び道路障害事故として国へ報告され

ているとみられます。 
１０ 運輸安全委員会が調査対象とする運転事故は、鉄道における列車衝突事故、列車脱線事故及び列

車火災事故、その他の運転事故であって、５人以上の死傷者を生じたもの、乗客、乗務員等に死亡者

を生じたもの等です。詳しくは、http://www.mlit.go.jp/jtsb/index.html を御覧ください。 
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(2) 列車走行百万キロ当たりの運転事故件数の推移 

 

○列車走行百万キロ当たりの運転事故件数は、運転事故件数と同様に長期的には減少傾    

向にありますが、平成１３年度からは０．６件台で推移しており、平成２４年度は０．６１件で

した。 

図５：列車走行百万キロ当たりの運転事故件数の推移 
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(3) 運転事故の種類別の件数及び死傷者数 

 

○平成２４年度に発生した運転事故の内訳は、線路内やホーム上での列車との接触などの

人身障害事故が４２９件（５２．９％）で対前年度３件（０．７％）減、踏切道における列車と

自動車との衝突などの踏切障害事故が２９４件（３６．３％）で同３５件（１０．６％）減、路面

電車と自動車との道路上での接触などの道路障害事故が６２件（７．６％）で対前年度２

８件（３１．１％）減となっています。列車事故11は２２件（２．７％）で対前年度９件（６９．２％）

増でした。 

○身体障害者の方が死傷した運転事故は、６件（視覚障害者の方の事故が３件、聴覚障害

者の方の事故が２件、肢体不自由の方の事故が１件）でした。 

○平成２４年度に発生した運転事故による死亡者数は、（1）に記述したとおり２９５人であり、

                                         
11  「列車事故」は、列車衝突事故（軌道における車両衝突事故を含む。）、列車脱線事故（軌道におけ

る車両脱線事故を含む。）及び列車火災事故（軌道における車両火災事故を含む。）をいいます。 
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(4) 平成２４年度における主な事故の発生状況 

 

○平成２４年度の主な事故（乗客乗務員に死亡者又は５人以上の負傷者が発生した事故）

は、４件ありました。 

 

表３：主な事故の発生状況（平成２４年度） 

年 事故

種類

死

亡

負

傷

脱線
事業者 場 所 概 要 

月日 両数

H24 

6.11 

岡山電

気軌道 

東山線 

県庁通り停留場～

西大寺町停留場間

（岡山県岡山市） 

車両

脱線
０ ８ １ 

交差点を直進しようとした路面電

車と、反対方向から交差点に進入し

て右折しようとした乗用車とが衝突し

た。これにより路面電車の全 4 軸が

脱線した。 

H24 

9.15 

土佐電

気鉄道 

後免線 

長崎停留場～ 

小篭通停留場間 

（高知県高知市） 

車両

脱線
０ ６ １ 

交差点を直進しようとした路面電

車と、交差点に左側から進入した貨

物自動車とが衝突した。 これにより

路面電車の前台車 2 軸が脱線し

た。 

本線 列車走行中、30～40m 前方の線

路上に土砂が堆積しているのを認

めたため非常ブレーキを使用した

が、土砂に乗り上げて先頭から 3 両

が脱線した。 

追浜駅～京急田浦

駅間 
H24 京浜急

行電鉄 

列車

脱線
０ ５６ ３ 

9.24 
（神奈川県横須賀

市） 

列車走行中、神鋼前踏切道に車

両運搬車を認めたため非常ブレー

キを使用したが間に合わず車両運

搬車に衝突した。これにより先頭か

ら 2 両が脱線した。 

本線 
H25 山陽電

気鉄道 

列車

脱線
荒井駅構内 ０ １８ ２ 

2.12 
（兵庫県高砂市） 
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２．２ 列車事故の発生状況 

 

○平成２４年度に発生した列車事故は、２．１(3)に記述したとおり運転事故全体の２．７％に

当たる２２件で対前年度９件（６９．２％）増でした。列車事故による死亡者はありませんで

したが、負傷者数は８９人で５人増でした。この中には、２．１(4)に記述した平成２４年６

月１１日の岡山電気軌道東山線車両脱線事故による負傷者８人、平成２４年９月１５日

の土佐電気軌道後免線車両脱線事故による負傷者６人、平成２４年９月２４日の京浜急

行電鉄本線列車脱線事故による負傷者５６人及び平成２５年２月１２日の山陽電気鉄道

本線列車脱線事故による負傷者１８人が含まれています。 

 

 

 

図７：列車事故の件数及び死傷者数の推移 
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２．３ 踏切事故の発生状況 
 

(1) 踏切事故の件数及び死傷者数の推移等 
 

○平成２４年度に発生した踏切事故は、２．１(3)に記述したとおり運転事故全体の３６．４％

に当たる２９５件で対前年度３６件（１０．９％）減、踏切事故による死亡者数は１２１人で同２

人（１．７％）増、死傷者数は２２０人で同８人（３．８％）増でした。 

○身体障害者の方が死傷した踏切事故は、２件（肢体不自由の方が第１種踏切道で１件、

聴覚障害者の方が第３種踏切道で１件）でした。 
 

図８：踏切事故の件数及び死傷者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 踏切種別別・衝撃物別・原因別及び関係者年齢別の踏切事故件数等 

 

○平成２４年度に発生した踏切事故２９５件の踏切種別別 12 の内訳は、第１種踏切

道２５１件 （８５．１％）、第３種踏切道９件（３．１％）、第４種踏切道３５件（１１．９％）となっ

ています。 

○衝撃物別の内訳は、自動車１２７件（４３．１％）、二輪１７件（５．８％）、自転車などの軽車

両４８件（１６．３％）、歩行者１０３件（３４．９％）となっています。 

○原因別の内訳は、直前横断１４３件（４８．５％）、落輪・エンスト・停滞９５件（３２．２％）、側  

面衝撃・限界支障４７件（１５．９％）、その他１０件（３．４％）となっています。 

                                         
12 踏切種別には第１種踏切道、第２種踏切道、第３種踏切道、第４種踏切道があります。詳細に

ついては、後掲の「用語の説明」をご覧ください。 
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２．４ 人身障害事故の発生状況 
 

(1) 人身障害事故の件数及び死傷者数の推移等 

 

○平成２４年度に発生した人身障害事故は、２．１(3)に記述したとおり運転事故全体の５

２．９％に当たる４２９件で対前年度３件（０．７％）減、人身障害事故による死亡者は

１７２人で同２３人（１１．８％）減、死傷者は４３２人で同１３人（２．９％）減でした。 

○運転事故が長期的に減少傾向にある中で、人身障害事故は平成１４年度から増加傾向

にあり、近年は横ばい傾向にあります。 

○身体障害者の方が死傷した人身障害事故は３件（視覚障害者の方の事故が３件）でし

た。 
 
 
 

 図１１：人身障害事故の件数及び死傷者数の推移 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 原因別の人身障害事故件数等 
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立入り等での接触」については、自殺かそうでないか判別できないまま人身障害事故とし

て国へ報告されているものが比較的多く含んでいると見られます。 
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○「ホームから転落して接触」と「ホーム上で接触」を合わせた「ホームでの接触」は２２３件で

人身障害事故件数の５２．０％を占めています。 

 
 

図１３：原因別の人身障害事故件数の推移 
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図１４：人身障害事故による死傷者の年齢別人数 
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※年齢の把握ができなかった場合は、除いています。 
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３ インシデントに関する事項 

 

３．１ インシデント報告件数 

 

○インシデント（運転事故が発生するおそれがあると認められる事態）は、その情報を広く共

有することが運転事故の防止に有効であることから、平成１３年１０月から鉄軌道事業者か

ら国へ報告され、国から全国の鉄軌道事業者に情報提供しています。 

○平成２４年度に報告されたインシデントは５６件で、このうち６件（１０．７％）が運輸安全委

員会の調査対象13となりました。 

 

図１５：インシデント報告件数（平成２４年度）  
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※「その他」には、鉄道係員による取扱い誤りなどにより発生した事象が含まれています。 

                                         
13 運輸安全委員会では、鉄道重大インシデント（鉄道事故の兆候）についても調査し、報告書を公表し

ています。（http://www.mlit.go.jp/jtsb/index.html） 
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４ 輸送障害に関する事項 
 

４．１ 輸送障害の発生状況 

(1) 輸送障害件数の推移等 

14○平成２４年度に発生した輸送障害（列車の運休、旅客列車の３０分以上の遅延等） は、

５，８８３件で対前年度６０３件（１１．４％）増でした。 

○鉄道係員、車両又は鉄道施設に起因する輸送障害（部内原因）は、１，６３８件（２７．８％）

で対前年度１２０件（７．９％）増でした。このうち、鉄道係員に起因するものが２６３件

で同７件（２．６％）減、車両に起因するものが９１７件で同３６件（４．１％）増、施設に

起因するものが４５８件で同９１件（２４．８％）増でした。 

○風水害、雪害や地震などの自然災害による輸送障害（自然災害）は、２，０１４件（３４．２％）

で対前年度１０３件（５．４％）増でした。なかでも、水害によるものが５２８件で同４３件（７．

５％）減、雪害によるものが３０４件で同５７件（１５．８％）減、風害が５６０件で同２２２件（６５．

７％）増、地震によるものが６２件で同１０２件（６２．２％）減でした。 

○線路内立入り等による輸送障害（部外原因）は、２，２３１件（３７．９％）で対前年度３８０

件（２０．５％）増でした。このうち、自殺によるものは、６３１件で同３０件（５．０％）増、動物

によるものは５１４件で同２０２件（６４．７％）増でした。 

○なお、運転事故に伴う列車の運休、旅客列車の３０分以上の遅延等があっても、運転事

故との重複計上を避けるため、輸送障害として計上していません。 

  

                                         
14 鉄道事業法第１９条に基づき鉄軌道事業者が国へ届け出ます。 
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５ 輸送の安全にかかわる行政指導等に関する事項 

 

５．１ 事故等の報告に基づく行政指導の実施状況 

○国土交通省は、鉄軌道事業者に対して、重大な事故が発生した場合や、社会的な影響

の大きい輸送障害が発生した場合等には、輸送の安全の確保等のため、事故等の報告

に基づいて事故等の原因の究明や再発防止を求める等の行政指導を行っています。 

○平成２４年度は、１１の鉄軌道事業者に対して文書による行政指導を計１２件行い、改善

を求めました。 

表６：事故等の報告に基づく行政指導の実施状況（平成２４年度） 

事 業 者 文書発出日 行 政 指 導 の 概 要 改 善 の 概 要 

駅職員の喫煙により火災警報機が鳴動し、列車が遅

延したことから、管理体制などの背後要因を含めた

原因究明をし、再発防止対策を講じるよう警告 

・繰り返しの注意喚起 
大 阪 市 

H24. 4. 3 ・不祥事事例の事案の提供並びに各職員に問題意

識を持たせる取組みの推進 
交 通 局 

運転士等が乗務員宿泊施設等において、乗務前夜に

飲酒していたことから、乗務員の管理体制を検証し、

再発防止対策を講じるよう警告 

・社内通達の発出 
近 畿 日 本 

鉄 道 
H24. 5. 9 ・法令倫理教育の実施と理解度の確認 

・宿泊所等の巡回強化 

運転士が、車掌のアルコール検査記録を示し点呼

を受け、列車に乗務したことから、点呼の実施状況

を検証し、運転士等の執務の厳正の確立するよう警

告 

・コンプライアンスに関する社員教育の実施 

愛 知 環 状 ・点呼時のアルコールチェック体制の強化・内規

類の制定       鉄 道 
H24. 6. 1 

ＡＴＳスイッチ未投入の入換車両が信号冒進し、分

岐器を損傷する事象を連続して発生させたことから、

背後要因を含めた原因究明をし、再発防止対策を

講じるよう警告 

・必要な箇所にＡＴＳ確認操作を自動的にキャン

セルするループコイルを設置し、信号冒進の際

にはＡＴＳで自動停止させる 
阪 急 電 鉄 H24. 6. 8 

車両停止標識を冒進し、踏切が無しゃ断になること

を認知しながら無断退行したことから、規定に違反し

た危険な運転を防止するよう警告 

・教育・指導による適正な運転取扱いの再徹底 
京 福 電 気 

鉄 道 
H24. 7.10 ・ホーム端に「行き先確認」看板設置 

・入換車両停止限界に警告灯設置 

運転士が走行中に両耳に耳栓をした状態での列車

乗務したことは、列車防護無線などが聞こえないこと

により、安全を脅かすおそれがあることから警告 

・管理者及び運転士に指導周知し、定期的な反復

指導、チェックを継続実施 
Ｊ Ｒ 北 海 道 H24. 7.20 

・青函トンネル内の騒音対策として、レール削正

及び車両の防音対策を実施 

線路内に立入った列車見張員が列車と接触し死亡

したことから、同種事故の再発を防止するため警告 

・線路内立入時の基本動作の再徹底 
Ｊ Ｒ 東 海 H24. 7.24 

・安全パトロールによる実施状況の確認 

運転士が走行中に私用の携帯電話を使用したこと

から、運転取扱いの実態把握、教育の検証をし、執

務の厳正が確保される措置を講じるよう警告 

・務用携帯電話の貸与 

近 江 鉄 道 H24. 8.16 ・研修等の実施による教育・指導等の強化 

停止信号を冒進し安全側線に進入して列車を脱線

させたことから、事故の背後要因を含め調査し、再

発防止対策を講じるよう警告 

・教育訓練の実施と、運転士個々の知悉度の把握

及び知悉度向上のためのフォローアップの実

施 
三 岐 鉄 道 H24.11. 8 

・ＡＴＳ地上子の新設又は移設 

高架化工事のクレーン車が新幹線の架線を支障す

る輸送障害を発生させたことから、施工の管理など

背後要因を含め原因究明し、再発防止対策を講じる

よう警告 

・JR 九州と請負会社間で工事用構造物の覚書を

取交し、チェックを行う 
Ｊ Ｒ 九 州 H24.11.12 

・工事施工手順が変更になった場合、速やかな報

告を請負会社に義務付 

高架化工事の工事用踏切で、列車と工事用自動車

が衝突させたことから、工事の施工管理及び安全監

理体制を見直すなどの、措置を講じるよう警告 

・工事用踏切取扱の体制を整備し、管理者が現場

を離れないようにする 
Ｊ Ｒ 九 州 H24.12.13 

・工事用踏切取扱者に取扱の手順等を再徹底し、

事前に扱い方を確認する 

新幹線と直通する車両が走行する区間で、新幹線

ネットワークの一環として重要な輸送を担っている区

間で列車脱線事故を発生させたことから、降雪時の

安全輸送の確保について行政指導 

・当冬の新在直通区間の監視体制を強化、

脱線した区間の機械除雪を強化 
Ｊ Ｒ 東 日 本 H25. 3. 3 

・脱線状況の調査、メカニズム解明、再発防止対

策 検討のために、社内に専門委員会を設置 
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５．２ 保安監査の実施状況 

 

○国土交通省では、鉄軌道輸送の安全を確保するための取組が適切であるかどうか、施設

及び車両の管理及び保守並びに運転取扱いが適切であるかどうかについて、保安監査15

を実施しています。 

○平成２４年度は、全国２０４鉄軌道事業者(平成２５年３月末現在)に対して、計画的保安監

査を５０の鉄軌道事業者に対して計６０回実施し、その結果に基づいて３３の鉄軌道事業

者に対して文書による行政指導を計３５件行い、改善を求めました。 

○また、計画的な保安監査のほか、重大な事象が発生した場合等、特に必要があると認め

る場合には、特別保安監査を実施しており、平成２４年度は、３鉄軌道事業者に対して実

施し、その結果に基づいて、２鉄軌道事業者に対し表７のとおり文書による行政指導を行

い、改善を求めました。 

 

表７：特別保安監査結果に基づく行政指導の実施状況（平成２４年度） 
 

事業者 文書発出日 行 政 指 導 の 概 要 改善報告日 改善の概要 

  平成24年9月30日、運転士が乗務点呼の

際、一緒に乗務する車掌にアルコール検査

の身替わりを依頼し、当該検査を受けずし

て列車を運転していたことに対し監査を実

施 

 ・出勤時の点呼は全て対面点呼とする

よう服務規程の見直し 伊予鉄道 H24.11.6 H24.11.27 

 ・点呼執行者の指導役として乗務長ポ

ストを新設 

・本人確認機能付き新型アルコールチ

ェッカーの導入 監査の結果、社内規程等に基づく点呼が

適切に実施されていない状況を確認したの

で、点呼に係る規程類の再整備や要員の確

保など、実施体制の構築及び確実な点呼の

実施に関する改善及び安全管理体制の確立

を指示  

・点呼執行者の再教育 

・鉄道部安全推進委員会の設置等 

 

  平成23年11月26日から12月7日にかけて、複

数の速度超過が認められたことに対し平成23

年度及び平成24年度に監査を実施 

 ・遅延状況等の検証による発着時刻の

適正化 阪堺電気

軌道 

H25.1.22 H25.2.21 

・発着時刻の継続的な検証を行うた

め、現場の意見等を直ちに反映でき

る体制の整備 

監査の結果、恒常的な速度超過や運転の実

態に合っていない発着時刻の設定などの状

況が確認されたので、速度超過防止教育や発

着時刻の見直しなど、運転に関する業務の適

切な管理に関して改善を指示 

・法令遵守の徹底について各種教育の

実施 

・運転状況記録装置の設置計画の策定

・経営トップと現場係員との安全ミー

ティングの定期的開催等 

  

                                         
15 保安監査は、鉄道事業法第５６条(立入検査)及び同法第６６条(国土交通省令への委任)の規定に基

づく、鉄道事業等監査規則（昭和 62 年 運輸省令第 12 号）で定める監査です。 
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５．３ 鉄道事業法及び軌道法に基づく行政処分（事業改善の命令） 

 

○国土交通省は、鉄軌道事業について輸送の安全、利用者の利便その他公共の利益を阻

害している事実があると認めるときは、鉄道事業法第２３条に基づき、鉄軌道事業者に対

して事業改善の命令を発しています。 

○平成２４年度に発出した輸送の安全等に関する事業改善の命令はありません。 

 

 

５．４ 事故等の再発防止のための行政指導 

 

○国土交通省は、事故等の再発防止を図るため、当該事故等を発生させた事業者のみな

らず、必要に応じて関係する全国の鉄軌道事業者に対しても、安全確保のための行政指

導を行っています。 

○平成２４年度は文書による行政指導を１件行いました。 

 

表８：事故等の再発防止のための行政指導の実施状況（平成２４年度） 

指 導 の 概 要 発 出 日 

降雨による運転規制対象区間外で線路内に流入した土砂に乗り上

げ、多数の負傷者が生じる列車脱線事故が発生したことから、降雨の

状況に応じた運転規制を実施できる体制となっていることを確認等す

るよう指導 

H 2 4 . 9 . 2 8 

 

 

５．５ 踏切道改良勧告の発出状況 

 

○国土交通省は、鉄道事業者及び道路管理者又は鉄道事業者が正当な理由がなく立体

交差化計画等に従って踏切道の改良を実施していないと認めるとき、踏切道改良促進法

に基づき、当該踏切道の改良を実施すべきことを勧告することができます。 

16○平成２４年度に発出された勧告はありません 。 

 

 

 

 

                                         
16 踏切道の改良に向けた取り組みについては、「７．２ 踏切保安設備の整備状況」を参考にしてくださ

い。 
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５．６ 運輸安全マネジメント評価の実施状況 

 

○国土交通省は、鉄軌道事業者に対して、経営トップや安全統括管理者等の経営管理部

門が行う安全管理体制への取組状況について評価し、更なる輸送の安全の確保に資す

る改善方策等の助言を行う「運輸安全マネジメント評価」17を実施しています。 

○平成２４年度は、５２の鉄軌道事業者に対して、５２回の運輸安全マネジメント評価を行い

ました。 

 

                                         
17 運輸安全マネジメント評価の詳細については、運輸安全に関するホームページ

http://www.mlit.go.jp/unyuanzen/index.html を御覧ください。 
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６ 輸送の安全にかかわる設備投資等に関する事項 

 

６．１ 安全関連設備投資・修繕費の状況 

 

○鉄軌道事業においては、輸送の安全の確保に加え、サービス向上や輸送力増強等のた

め設備や車両の保守、更新、その他改良等を総合的に行う必要があります。 

○鉄道事業等報告規則に基づき提出される事業報告書等を参考に、各事業者が行ってい

る安全関連設備投資及び修繕費を集計したところ、平成２４年度の安全関連設備投資は

鉄軌道事業者全体で約７，０１７億円で対前年度約１億円（０．０１％）減、施設・車両の修

繕費は約７，６９３億円で対前年度約５０６億円（７．０％）増でした。 

○安全関連設備投資の内容は、老朽設備の取替え、保安・防災のための対策、安全性を

向上させた車両の導入や改造などです。地震対策、落石等の防止対策、自動列車停止

装置（ＡＴＳ）等の設置、踏切道の保安対策、ホームの安全対策などが進められています。 

○施設・車両の修繕費とは、線路施設、電路施設、車両などの維持管理のための修繕費用

です。 

 

表９：安全関連設備投資・修繕費の状況（平成２４年度） 
（百万円） 

鉄道事業 安全関連 施設・車両 鉄道事業 鉄道事業 安全投資 修繕費
設備投資 設備投資 の修繕費 営業収入 固定資産 比率 比率 事業者区分 

① ② ③ ④ ⑤ ②／④ ③／⑤

ＪＲ 895,623 414,117 590,457 4,302,763 10,848,262 9.6% 5.4%

大手民鉄 236,334 164,434 82,728 1,264,536 5,170,569 13.0% 1.6%

公営地下鉄等 175,264 75,372 51,244 851,208 7,033,722 8.9% 0.7%

新交通・モノレール 51,778 31,690 16,108 228,783 1,575,235 13.9% 1.0%

中小民鉄 44,478 32,488 31,673 299,159 2,676,210 10.9% 1.2%

路面電車 5,683 3,804 2,941 24,463 63,776 15.6% 4.6%

合計 1,370,988 701,723 769,306 6,816,403 26,159,774 10.3% 2.9%
 
注１：「施設・車両の修繕費」は、線路保存費・電路保存費・車両保存費のうちの修繕費の和である。  
注２：安全関連設備投資は、事業者によって集計方法が一部異なります。  
注３：「中小民鉄」と「路面電車」の両者に該当する事業者の一部について、「鉄道事業設備投資」

等が両者に区分されていないため、それらを「中小民鉄」と「路面電車」とに重複して計上して
いるが、「合計」はこの重複分を除いている。 
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＜鉄道事業者の設備投資の仕訳（分類）について＞ 

一般に鉄軌道における設備投資は、輸送の安全確保のほか、サービスの向上、輸送力

増強、業務の効率化など複数の目的を持って行われます。（例えば、踏切道の立体交差化

は、踏切障害事故を減少させる安全性向上という目的に加え、列車の定時性を高める安定

輸送対策や、スピードアップによるサービス水準や輸送力の向上といった目的も併せ持って

実施されています。） 

このため、ある設備投資から安全に関係している分を切り出して集計することは現実的で

はありません。 

したがって、上記のデータは事業者毎に仕訳が異なる部分があり、また、安全関連設備

投資には輸送の安全の確保と同時に他の目的を達成するために行われたものも含まれて

いる場合があります。 
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７ 輸送の安全にかかわる施設等に関する事項 

 

７．１ 自動列車停止装置等の整備状況 

 

(1) 事業者区分別の自動列車停止装置等の整備状況  

 

○事業者区分別の自動列車停止装置（ＡＴＳ）等の整備状況は、表１０のとおりです。 

 

表１０：自動列車停止装置等の整備状況（平成２５年３月末現在） 

設置キロ（km） 営業キロ 設置率 
事業者区分 

（km） （％） ATS ATC 

17,508.8 17,240.5 268.3 100％ ＪＲ（在来線） 

ＪＲ（新幹線） 2,620.2 0.0 2,620.2 100％ 

民鉄等 7,098.3 5,883.5 1,214.8 100％ 

2,671.6 2,494.1 177.5 100％ 大手民鉄 

公営地下鉄等 749.6 18.3 731.3 100％ 

中小民鉄 3,677.1 3,371.1 306.0 100％ 

合  計 27,227.3 23,124.0 4,103.3 100％ 

※
 

１ この表中の数値は、次の装置の整備状況を示したものです。 

 
 

  自動列車停止装置（ＡＴＳ）：信号に応じて、自動的に列車を減速又は停止させる装置 

   自動列車制御装置（ＡＴＣ）：列車と進路上の他の列車等との間隔及び線路の条件に応じ、連続し

て制御を行うことにより、自動的に当該列車を減速又は停止させる装置 
 

※
 

２ 「大手民鉄」は、東京地下鉄（株）を除く１５社です。 

※
 

３ 「公営地下鉄等」は、東京地下鉄（株）を含みます。 

※
 

４ 「中小民鉄」は、準大手鉄道事業者を含みます。 

※
 

５ 鋼索鉄道、路面電車、無軌条電車及び貨物鉄道を除いています。 

※６ 東京都上野公園モノレール、スカイレールサービス（モノレール）及び名古屋ガイドウェイバス（新交

通）を除いています。 
 

※７ 同時に２以上の列車が運行しないため列車同士の衝突が発生しない等、列車の安全な運転に支

障を及ぼすおそれがないため設置を義務づけていない線区を除いています。 
 

※８ 第２種鉄道事業者を除いています。 

 

７．２ 踏切保安設備の整備状況 

 

(1) 踏切道数の推移 

 

○平成２４年度において、２．１(3)に記述したとおり踏切事故は運転事故の３６．４％を、また

踏切事故による死亡者は運転事故による死亡者の４１．０％をそれぞれ占めており、踏切
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事故防止は鉄道の安全確保上、極めて重要なものとなっています。 

○踏切事故件数は、立体交差化や統廃合による踏切道数の減少や第１種踏切道への改良

等の踏切保安設備の整備等により、年々減少しています。 

○これまで踏切保安設備の整備が着実に進められてきた結果、現在では踏切道の８８％が

第１種踏切道となっています。また、踏切遮断機等の設備のない第３種踏切道及び第４

種踏切道は、年々減少していますが、平成２４年度末においてそれぞれ８１６箇所及び

３，０３４箇所残っており、２．３(2)に記述したとおり同年度に踏切事故がそれぞれ９件（踏

切事故全２９５件の３．１％）及び３５件（同１１．９％）発生しています。 

 

図１７：踏切道数と踏切事故件数の推移 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 横軸、Ｈ１７以降は１年間隔であるが、Ｓ３５～Ｈ１７は５年間隔である。 

 

表１１：踏切種別別の踏切道数の推移           （箇所） 

年 度 第 １ 種 第 ３ 種 第 ４ 種 合 計 

平成 20 年度  29,900 (87％) 947 (3％) 3,405 (10％) 34,252 

平成 21 年度  29,930 (88％) 907 (3％) 3,305 (10％) 34,142 

平成 22 年度  29,967 (88％) 861 (3％) 3,230 (9％) 34,058 

平成 23 年度  29,988 (88％) 841 (2％) 3,138 (9％) 33,967 

平成 24 年度 29,860 （88％) 816 （2％） 3,034 （9％） 33,710 

注
 

１：（ ）内は構成比を示す。四捨五入しているため、その和が１００％となっていない年度がある。 

注
 

２：兼掌踏切（複数の事業者の鉄道線路をまたぐ踏切道）は１箇所として計上している。 

注３：上記踏切道数は、各年度末のものである。 

注４：踏切道の種別に関しては後掲の「用語の説明」をご覧ください。 
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(2) 踏切保安設備の整備等による安全対策の実績 

○踏切道の立体交差化や構造改良、また踏切遮断機や踏切警報機などの踏切保安設備

の整備等の安全対策が進められています。 

 

              表１２：立体交差化等を行った踏切道数の推移    （箇所） 

年 度 立体交差化 構 造 改 良 遮断機・警報機 

平成 20 年度 58 327  75 

平成 21 年度 37 289 101 

平成 22 年度 29 325  79 

平成 23 年度 42 195 74 

平成 24 年度 98 191 77 

「立 体 交 差 化 」：連続立体交差化又は単独立体交差化により除却された踏切道数 

「 構 造 改 良 」：踏切道における道路幅員の拡幅や、歩道の設置などの整備を行った踏切道数 

「遮断機・警報機」：第３種、第４種踏切道に踏切遮断機や踏切警報機を設置した踏切道数 

 

(3) 事業者区分別の踏切道数等 

○事業者区分別の踏切道数及び踏切支障報知装置設置踏切道数は、表１３のとおりです。 

 

表１３：事業者区分別・踏切種別別の踏切道数（平成２５年３月末現在）  （箇所） 

踏 切 支 障
事業者区分 第 １ 種 第 ３ 種 第 ４ 種 合 計 

報 知 装 置

ＪＲ（在来線） 18,707 552 1,709 20,９68 14,628 

民鉄等 10,756 243 1,286 12,285 7,0２７ 

大手民鉄 5,626 51 14 5,691 5,071 

公営地下鉄等 1 0 0 1 1 

中小民鉄 5,129 192 1,272 6,593 1,955 

路面電車 397 21 39 457 122 

踏切支障報知装置：踏切道内で自動車の脱輪やエンスト等により踏切道が支障した場合、踏切支

障押しボタン等の手動操作又は踏切障害物検知装置による自動検知により、

踏切道に接近する列車に危険を報知するための装置 
 

※１  「大手民鉄」は、東京地下鉄（株）を除く１５社です。 

※２  「公営地下鉄等」は、東京地下鉄（株）を含みます。 

※３  「中小民鉄」は、準大手鉄道事業者を含みます。 
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 【参考】  

 

「踏切道改良促進法」及び「第９次交通安全基本計画」に基づき、立体交差化、構造改良、

横断歩道橋等の歩行者等立体横断施設の整備、踏切遮断機や警報機等の踏切保安設備

の整備等を推進し、踏切事故の防止に努めています。 

 

踏切道の除却・改良のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

図１８：踏切遮断機・警報機の整備 

  

横断歩道橋等の整備

構造改良
(歩道拡幅等)

踏切保安設備

連続立体交差事業

（交通の転換）

（既存踏切道の除却）

新設立体交差事業

構造改良（歩道拡幅等）

踏切保安設備 横断歩道橋等の整備

単独立体交差事業

（既存踏切道の除却）
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用語の説明 
 

用 語 説     明 

運 転 事 故 
列車衝突事故、列車脱線事故、列車火災事故、踏切障害事故、道路障害事

故、鉄道人身障害事故及び鉄道物損事故をいう。〔＊〕 

列車が他の列車又は車両と衝突し、又は接触した事故。本文中では、軌道にお

ける車両衝突事故を含む。 〔＊〕 
列車衝突事故 

列車が脱線した事故。本文中では、軌道における車両脱線事故を含む。 〔＊〕 列車脱線事故 

列車に火災が生じた事故。本文中では、軌道における車両火災事故を含む。

〔＊〕 
列車火災事故 

踏切道において、列車又は車両が道路を通行する人又は車両等と衝突し、又

は接触した事故 〔＊〕 
踏切障害事故 

踏切道以外の道路において、列車又は車両が道路を通行する人又は車両等と

衝突し、又は接触した事故 〔＊〕 
道路障害事故 

鉄 道 人 身

障 害 事 故 

列車又は車両の運転により人の死傷を生じた事故（上記の５種類の事故に伴う

ものを除く。）〔＊〕 

列車又は車両の運転により５００万円以上の物損を生じた事故（上記の６種類の

事故に伴うものを除く。）〔＊〕 
鉄道物損事故 

列車衝突事故（軌道における車両衝突事故を含む。）、列車脱線事故（軌道に

おける車両脱線事故を含む。）及び列車火災事故（軌道における車両火災事故

を含む。）をいう。 

列 車 事 故 

踏切障害に伴う列車衝突事故、列車脱線事故及び列車火災事故並びに踏切

障害事故をいう。 
踏 切 事 故 

鉄道による輸送に障害を生じた事態（列車の運転を休止したもの又は旅客列車

にあっては３０分（旅客列車以外にあっては１時間）以上遅延を生じたもの）であ

って、鉄道運転事故以外のもの。〔＊〕 

輸 送 障 害 

鉄道運転事故が発生するおそれがあると認められる事態。（例えば、踏切の遮

断機が作動しない、列車走行中に客室の乗降用扉が開くなどの事態。いわゆる

ヒヤリ・ハットのような軽微なものは含まない。）〔＊〕 

イ ン シ デ ン ト 

インシデントの分類のひとつ。閉そくの取扱いを完了しないうちに、当該閉そく区

間を運転する目的で列車が走行した事態。 
閉 そ く 違 反 

インシデントの分類のひとつ。列車の進路に支障があるにもかかわらず、当該列

車に進行を指示する信号が現示された事態又は列車に進行を指示する信号を

現示中に当該列車の進路が支障された事態。 

信 号 違 反 

インシデントの分類のひとつ。列車が停止信号を冒進し、当該列車が本線にお

ける他の列車又は車両の進路を支障した事態。 
信 号 冒 進 

インシデントの分類のひとつ。列車又は車両が停車場間の本線を逸走した事

態。 
本 線 逸 走 

インシデントの分類のひとつ。列車の運転を停止して行うべき工事又は保守の作

業中に、列車が当該作業をしている区間を走行した事態。 
工 事 違 反 
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用 語 説     明 

車 両 脱 線 

インシデントの分類のひとつ。車両が脱線した事態であって次に掲げるもの。 

イ 本線において車両が脱線したもの 

ロ 側線において車両が脱線し、本線を支障したもの 

ハ 側線において車両が脱線したものであって、側線に特有の施設又は取扱い

以外に原因があると認められるもの 

施 設 障 害 
インシデントの分類のひとつ。鉄道線路、運転保安設備等に列車の運転の安全

に支障を及ぼす故障、損傷、破壊等が生じた事態。 

車 両 障 害 

インシデントの分類のひとつ。車両の走行装置、ブレーキ装置、電気装置、連結

装置、運転保安設備等に列車の運転の安全に支障を及ぼす故障、損傷、破壊

等が生じた事態。 

危険物漏えい 
インシデントの分類のひとつ。列車又は車両から危険品、火薬類等が著しく漏え

いした事態。 

保 安 監 査 

鉄道事業等監査規則（昭和６２年３月２日運輸省令第１２号）に基づき、輸送の安

全を確保するための取組が適切であるかどうか、施設及び車両の管理及び保守

並びに運転取扱いが適切であるかどうか等について行う監査をいう。 

第１種踏切道 

自動踏切遮断機を設置するか又は踏切保安係を配置して、踏切道を通過するすべ

ての列車又は車両に対し、遮断機を閉じ道路を遮断する踏切道（終発の列車から始

発の列車までの時間内に踏切道を通過する車両に対し、遮断しない場合があるもの

を含む。） 

第２種踏切道 
踏切保安係を配置して、踏切道を通過する一定時間内における列車又は車両に対

し、遮断機を閉じ道路を遮断する踏切道（現在設置されているものはない。） 

第３種踏切道 警報機が設置されているが、遮断機が設置されていない踏切道 

第４種踏切道 遮断機も警報機も設置されていない踏切道 

注） 詳細については、事故種類等に関しては「鉄道事故等報告規則」、「軌道事故等報告規則」を、踏切道

の種別に関しては「鉄道事業等報告規則」（第９号表の備考）を、それぞれ御覧ください。 

 


